
関東大震災時の朝鮮人・中国人
虐殺

関東大震災中国人受難者を追悼する会



政府答弁書 記録が見当たらないから
お答えするのは困難である

朝鮮人・中国人虐殺の事実は？

どうしてないの？

政府答弁書
政府内には事実関係を把握することのできる記録が見当たらない

政府答弁書 政府内には記録が見当たらない

政府答弁書 政府内には記録が見当たらない

えっ！

えっ！

日本政府の関与は？
調査はしないのか？

戒厳令の記録が
ない？

日本政府の見解

政府答弁書 政府内には記録が見当たらない



本当にないのでしょうか？

中央防災会議（事務局内閣府）報告
中央防災会議は、内閣の重要政策に関する会議の一つとして、内閣総理大
臣をはじめとする全閣僚、指定公共機関の代表者及び学識経験者により構
成されており、防災基本計画の作成や、防災に関する重要事項の審議等を
行っています。（内閣府のホームページの説明）



1923年関東大震災報告書【第2編】
第4章 混乱による被害の拡大

第1節 流言蜚語と都市
第2節 殺傷事件の発生（鈴木淳）

1 殺傷事件の概要
（1）朝鮮人への迫害
（2）中国人の殺傷
（3）日本人の殺傷

2 略奪事件と警備
コラム8 殺傷事件の検証（鈴木淳）

中央防災会議報告書の内容

政府答弁書

ご指摘の『報告書」は、
有識者が執筆したもの
であり、その記述の逐
一について政府として
お答えすることは困難
である。書いているじゃない！



朝鮮人虐殺
中央防災会議報告書（第4章第2節）

「殺傷事件による犠牲者の数は掴めないが、震災による死者数の
1～数パーセントにあたり、人的損失の原因として軽視できない」つ
まり、千～数千人とみている。

6644人

在日本関東地
方罹災朝鮮同
胞慰問班が官
憲の協力を得
られないまま
調査を進めた。
（崔承万調査は途中）



朝鮮人被殺害者数の全体について、朝鮮総督府の記録によれば、10月
22日現在、内務省は「朝鮮人被殺人員」を約248名と把握していた。
しかし、朝鮮総督府東京出張員はこれを前提に「内査したる見込数」
として、東京約300、神奈川約180、埼玉166、栃木約30、群馬約40、
千葉89、茨城５、長野３の合計約813名を挙げている（大正12年12月
朝鮮総督府警務局,「関東地方震災ノ朝鮮ニ及ホシタル影響」,斉藤実
文書,『関東大震災朝鮮人虐殺問題関係史料Ⅳ』影印）。内務省の把握
が部分的であることは、当時の植民地官僚の目にも明らかだったので
ある。その後、総督府は震災による朝鮮人の死者・行方不明者を832
名と把握して、１人200円の弔慰金を遺族に支給した（大正13年６月,
朝鮮総督府官房外事課,「関東地方震災時に於ける朝鮮人問題」, 『現
代史資料（６）』所収）。（『報告書』第4章第2節）



「官庁記録、司法省報告書、戒厳業務詳報」は「政府内記録」ではない？

警察、軍隊、民間人共同の殺傷事件！
政府答弁書 「ご指摘は当たらない」

政府答弁書 「見当たらない」



膨大な史料があります
外務省外交史料館に

アジア歴史資料センター（国立公文書館、外務省外交史料館、防衛省防
衛研究所から提供を受けた資料を公開）にも膨大にあります

……
見当たら
ない

これらが「見当たらなかった」のですか？

アジア歴史資料センターの資料は、いつでも
どこからでも、無料で見ることができます。



外務省資料

「支那人ニ関スル報道 9月6日警視

庁広瀬外事課長直話」

「軍隊及自警団」の関与のもと「9月3

日…支那人及朝鮮人三百名乃至四百名

三回に亘り銃殺又は撲殺せられたり」

（傍線部）。



外務省出渕亜細亜局長メモ
（9月21日）

「本所大島町付近に於て約三百名の支那労
働者殺害せられたる事実は、九月十六日、警
視総監」が「出渕〔外務省亜細亜〕局長に言
明（正力（松太郎）官房主事熱心に之を裏書
せり）せる」「同問題と王希天行衛不明問題
とは多分早晩支那側の疑惑を惹起するに至る
が如き」



『支那人惨殺事件』

（防衛省防衛研究所所蔵、陸軍省－密大日記
上海陸軍歩兵少佐小林角太郎作成)

「惨殺せられたるもの170余名」
「その大部分は（中国浙江省）温州附近のも
の」



古森(繁高)亀戸警察署長 白上官房主事宛

『木戸四郎が新聞記者に説明した報告』

「9月3日正午より軍隊約7名が5名の鮮支
人を現場において撲殺せるを手始めに
続々二三丁目方面より支那人を参々伍々
連行し撲殺し午後6時迄に約250名を軍隊、
自警団警官にて惨殺せる」
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関東戒厳軍司令部詳報第三巻

附表「震災後警備のため兵器を使用せる事件調査表」
(東京都公文書館所蔵）



「王希天問題及大島町事件善後策決定ノ顛末」

1923年11月7日、五大臣会議（総理山本権兵衞、
内務後藤新平、外務伊集院彦吉、司法平沼騏一郎、
陸軍田中義一）によって「徹底的に隠蔽」が決定
され、政府方針とされた。

日本政府による事実の隠蔽

極秘
追って消却する事



この日（1923年11月5日）の
読売新聞社説は削除された

【復原】支那人惨害事件
一、 朝鮮人虐殺及びこれに伴うて我が日本人まで殺傷を被るものがあった

事件は、大杉其他の暴殺事件と共に、日本民族の歴史に一大汚点を印すべきも
のであることは、繰返して此に言うまでもない。然るに朝鮮人以外に多数の支
那人が同様の惨害を被っている事実があることは、それよりも大なる遺憾事で
ある。しかもその事件の発生以後二ヶ月を経る今日まで我が政府は何らこれに関
する事実をも将（は）たこれに対する態度をも明かにしていない。吾人はなるべ
く我が政府が自発的に行動をとらん事を希望して今日に至ったが、国民の立場と
して何時までもこれを黙止するわけにはゆかぬ。（以下略）



1923年帰国した留学生
王兆澄らによる被害者名
簿作成

1923年12月７日 中国
政府任命の王正廷を団長
とする中国人被害調査団
来日

1924年2月25日 中華
民国外交総長顧維釣によ
る照会

中国側の調査による詳細な被害者名簿と申入れ

現在までに750名余
が判明



王希天の密殺

1922年9月、留学生王希天は、
中国人労働者の生活と権利保護
のために「僑日共済会」を設立
1923年9月9日、大島町の労働者
の様子を見に行ったところで亀
戸警察署に逮捕
同年9月12日未明、逆井橋のふ
もとで野戦重砲第3旅団の垣内八
洲夫中尉等によって殺害された。



国際基準は国家賠償

在支那特命全権公使芳澤謙吉の外務大臣
松井慶四郎宛の機密文書
「震災時留日支那人殺傷事件に関し外交
部より申し出の件」（1924年3月4日）

「事件そのものの存在は彼我（中日）共
に之を認め居る次第なるを以て、今更之
を争うに適せず、我はむしろ機会を捕ら
えて本件解決を計画すること最も必要」
「先方の主張を容認し、被害者の数及び
金額の検討は両国調査委員の裁定に任せ
る」べき



日本政府の賠償決定

1924年5月27日、日本政府・
清浦奎吾内閣は、6大臣会議に
おいて、被害者（王希天及び
被害者560名）への20万円
（当時）の責任支出を決定し、
日中交渉を始めた。



日中交渉と「時局」による「中断」
1925年6月6日、同月12日、中国の沈瑞麟
外交総長と日本の芳澤公使との間で交渉が
開始されたが、「時局（日本内閣の更迭、
中国側各種要償案件の一括協議の主張等）
をもって中止せられ…その後続開を見ずし
て今日に至る」
（1926年4月23日、芳澤公使の在杭州領事代理宛返信写

送付（幣原外相宛）

1936年12月、帝国議会説明資料関係第三巻、
東亜局作成資料

【未解決要償案件】（四）震災支那人誤殺事件
大正十二年九月中 関東大震災ノ際支那人労働者等ニシ
テ不逞朝鮮人ト誤認殺害セラレタル者一七四名 要求額
不明



要望書（要旨）

1、国家としての責任を取り、この歴史の事実を認め、1923
年の関東大地震下で虐殺された中国人受難者と彼らの遺族に
謝罪すること。

2、1924年の貴政府内閣の決定した賠償方針に基づき、現行
の国際慣例、物価水準、及び被害者数にのっとって修正して
賠償を実施すること。

3、歴史を以て鑑とし、次世代にこの歴史の事実を伝える為
に、受難当地に記念碑を建立し、並びに朝鮮人虐殺を含む歴
史の記念館を建設すること。

4、日本の歴史教科書に書き、日本の若い世代にこの歴史を
伝えて、教訓を汲み取ること。

写真は
対外務省交渉

交渉が進むにつれ、外務省の回答
は政府答弁に随うようになった。

記録は見当たらない！



2003年 日弁連勧告書が出されています

１、国は関東大震災直後の朝鮮人、中国人に対する虐殺事件に関し、軍隊による
虐殺の被害者、 遺族、および虚偽事実の伝達など国の行為に誘発された自警団
による虐殺の被害者、遺族に対し、 その責任を認めて謝罪すべきである。

２、国は、朝鮮人、中国人虐殺の全貌と真相を調査し、その原因を明らかにすべき
である。

2003年8月25日に、日弁連は内閣総理大臣（小泉純一郎）に対して、以下の勧告
書を出しました。



歴史的事実を隠さず、忘れず
未来への教訓にしよう

排外主義を許さない



関東大震災朝鮮人・中国人事件

真相究明
謝罪・賠償

日本政府は

日弁連勧告に従え
被害者遺族の訴え

を実現せよ
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